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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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災害種別避難誘導標識システム 

Hazard specific evacuation guidance sign system 

 
序文 

近年，地球規模で各種の巨大災害が発生しており，その規模は今後も大きくなると予測されている。我

が国においては，巨大災害対策の一環として，災害対策基本法に基づき地方自治体において避難対策を策

定している。2013 年の災害対策基本法の一部改正において，“命を守るための避難場所”と“仮の生活の

場としての避難所”とに区別され，避難所を災害種別によっては避難場所として利用できるとされた。津

波については，2014 年 9 月に JIS Z 9097（津波避難誘導標識システム）が制定された。その他の災害種別

についても同様な避難対策を整備する緊急性を考慮し，この規格を制定することとした。 

なお，対応国際規格は，現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，洪水災害（洪水及び内水氾濫），土砂災害（土石流及び崖崩れ・地滑り），高潮，大規模な

火事などの災害の発生に備え，人々が安全な場所へ避難する際に利用する災害種別避難誘導標識システム

について規定する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS Z 8210 案内用図記号 

JIS Z 9097 津波避難誘導標識システム 

JIS Z 9103 安全色－一般的事項 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

なお，標識に用いる場合には，必要に応じて平仮名で表記する。 

3.1 

避難誘導標識システム（evacuation guidance sign system） 

災害が予想される地域において，その災害について日常的に情報として表記又は発信し，災害が発生し

たときに影響を受ける地域の人々に警告し，速やかに避難誘導させることを目的とする標識システム。 

3.2 

注意標識（warning signs） 

災害が発生する危険のある地域を示すことを目的とする標識。 


